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第 12 回 新庁舎建設に関する調査特別委員会記録 

 

■日 時 令和４年１月 25 日（金） 午前９時 27 分開会 午前 11 時 10 分閉会 

■場 所 知覧庁舎本館２階 委員会室 

■議 題 新庁舎建設に関する意見書（案）について 

■出席者 委員長 吉永賢三  

副委員長 蔵元慎一 

     委員 西山 一  取違博文  上赤秀人  大倉野由美子 米満孝二 

        大倉野忠浩 鮫島信行  日置友幸  川畑実道   内園知恵子   

        西 次雄  今吉賢二  菊永忠行  竹迫 毅   浜田茂久     

        松久保正毅 加治佐民生 山下つきみ 

 

     議会事務局長 樋渡孝宏 

 書記 川﨑弘一郎 福永ひとみ 

 

○吉永委員長 これから，第 12 回の新庁舎建設に関する調査特別委員会を始めたいと思いま

す。御手元に会次第と本日協議をしていただく意見書案のたたき台ともう１つが１月 12 日ま

でに皆様議員それぞれの御意見等があったらということで出していただいたもので，ホチキ

スでとめた３つございます。 

それでは，会次第１の新庁舎建設に関する意見書案についてです。これは第 10 回の新庁舎

建設に関する調査特別委員会の中で，皆さんで執行部，市長に意見書を出すという話の中で

進めてまいりました。６名の方の意見書をもとにそれぞれ提出する内容というのは，なかな

かやはり羅列でしても難しいと，もうそれはもう個々の意見でありますし，この間の中でも

申し上げたように，決議書もしくは特別委員会で方向性を出す意見書を作成ではないという

話をしておりましたので，皆様の意見のもと，あとこれまで新庁舎建設を執行部，市長が進

める中で意見を出すということで，それぞれ出た類似な意見を委員長，副委員長と事務局で

たたき台としてまとめさせていただきました。これについて，書記のほうから読んでいただ

きたいと思います。 

○川﨑書記 それでは案について，朗読したいと思います。新庁舎建設に関する取組につい

て，議会は新庁舎建設に関する調査特別委員会において，新庁舎建設に係る取組状況等につ

いて，これまで執行部からの説明及び県内視察を実施しております。 

本年 1 月末には新庁舎建設検討委員会からの答申が提出され，３月定例会には基本構想，

基本計画が策定されるとともに，事務所の位置を定める条例の改正議案についても上程され

る予定であるとの説明を受けているところであります。 

これまで，新庁舎建設に向けて２回の市民説明会，市民アンケート，ワークショップ，新

庁舎建設に関する基本構想，基本計画案の策定及びパブリックコメントなど，急務なスケジ

ュールが組まれておりますが，市民から求められる意見等について十分な説明ができていな

いとの意見も出てきているところであります。 

このようなことから，今後，新庁舎建設に向けて，これまで以上に市民の理解をより深め
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ていただくよう，下記のことについて申し入れるものであります。 

１，新庁舎建設に係る本体工事費以外に見込まれる備品，移転費などの経費の状況，及び

３庁舎の維持補修費，管理費に係る試算資料の作成と公開を行うこと。 

２，市民からの意見を十分尊重し，支所機能の明確な方向性と地域振興策について，早期

に協議すること。 

３，基本構想，基本計画が策定された後も，真に必要とされる修正は，検討，協議できる

よう配慮し，柔軟に対応すること。 

４，新庁舎の規模機能については，防災機能も含め，本市の実情に応じたものとなるよう

に取り組むこと。以上です。 

○吉永委員長 ただいま書記に読み上げていただきました。先ほど私のほうから申し上げた

これまでの新庁舎に関する特別委員会の皆さんのそれぞれの御意見とか，そういう市民との，

住民説明会から上がった意見，また一般質問等，それぞれの協議する中でこういったことが

出されているんじゃないかというところでまとめたところであります。たたき台であります

ので，ここは違うんじゃないかとか，それぞれこういったことを載せたらいいんじゃないか

とか，こういったふうな意見を出したほうがいいんじゃないかということで意見を出してい

ただければよろしいかと思います。どなたからでもよろしいです。どなたかいらっしゃいま

せんか。 

 それでは，協議会に切替えます。 

（協議会） 

○吉永委員長 それでは，るる御意見を出させていただきましたので再開いたします。 

協議会において皆様には，いろいろな御意見を出していただきました。本日のたたき台に

関する新庁舎建設に関する取組については，皆様に協議していただいた言葉の中で３番目に

基本構想，基本計画が作成された後も，市民からの意見を尊重し，真に必要とされる修正は，

検討協議できるよう配慮し，柔軟に対応することとします。 

ほかはこの文章でよろしいですかね。 

（「はい。」という声あり） 

○吉永委員長 それでは，冒頭申し上げました 31 日にまた特別委員会がございます。最後の

ほうにまとめた文章を協議していただきますので，よろしくお願いいたします。 

それではその他になりますが，皆様から何かないでしょうか。 

○日置委員 各議員の意見をまとめた提出資料の中で私のところがあるんですけれども，１

番下の耐震，免震構造についてという一文がありまして，これは私の議会事務局との私のコ

ミュニケーションミスで，下の最後の一文の耐震，免震構造についてはという文章をとって

ください。 

○吉永委員長 削除してほしい。 

○日置委員 そうです。そういういろいろやりとりがあって，私のほうでちゃんとお伝え出

来てなかった部分でした。事務局に非があるってことじゃないです。私です。すいません。 

○吉永委員長 はい，ただいま御手元に配付した資料で，これをとってもらいたいというこ

とでありますが，今，皆さんに配付してありますのでバツで，この部分は日置委員が提出し

た中での資料の意見としては要らないということで，バツで削除をお願いします。よろしい
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ですかね。 

○日置委員 はい。 

○内園委員 私のところで，直していただきたいところが，１番目の２行目，不満もあるあ

るとありますが一つ消してください。それから４行目，高齢者や車のない方への対応として

いただきを，対応をしていただきたいというふうにしてください。それから５番目，トイレ

は多面的トイレというふうになっていますが，多目的トイレといって，男性，女性に分けな

いで，どちらでもこう使えるようなトイレがあればという意見がありましたので，そのよう

にしてください。以上です。 

○吉永委員長 それでは，その他でないようでございますが，よろしいですか。 

では，新庁舎建設に関する調査特別委員会をこれで終わりたいと思います。 


